
（
一
）
日
蓮
宗
で
は
古
来
よ
り
「
神
天
上
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し

日
蓮
聖
人
も
ま
た
力
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
拠
と
な
る
も
の
は
、
文

応
元
年
述
作
の
『
立
正
安
国
論
』
に
教
示
さ
れ
て
い
る
。

キ

ス
二
二
テ
ヲ
リ
シ
テ
ワ

世
皆
背
し
正
人
悉
帰
し
悪
。
故
善
神
捨
レ
国
而
相
去
聖
人
辞
し
所
而

ラ

不
し
還
。
（
定
遺
Ｐ
邪
ｌ
Ｐ
麺
）

ノ
カ
ナ
リ

カ
ハ
ン
ル
ニ

ニ
シ
テ

夫
四
経
文
朗
。
万
人
誰
疑
。
而
盲
瞥
之
輩
迷
惑
之
人
妄
信
二
邪

ワ
ヘ
ヲ
一
↓

デ

ー
シ
テ

ヲ

説
一
不
し
弁
二
正
教
一
。
故
天
下
世
上
於
一
諸
神
衆
経
一
生
二
捨
離
之
心
一

シ

テ

テ
ヲ
ル
ヲ
ヲ
テ

シ

無
一
擁
護
之
志
一
・
個
善
神
聖
人
捨
レ
国
去
レ
所
。
是
以
悪
鬼
外
道
成
レ

ワ
ス
ナ
リ
ヲ

災
致
し
難
突
。
（
定
遺
Ｐ
懇
）

す
な
わ
ち
、
禅
・
念
仏
等
の
諸
宗
及
び
真
言
の
邪
法
が
、
法
華
経

の
正
法
を
覆
い
隠
し
、
諸
天
善
神
は
法
味
を
な
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、
天
に
の
ぼ
っ
て
国
の
守
護
を
放
棄
す
る
と
い
う
善
神
捨
国

註
①

思
想
の
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
し
か
し
、
こ
の
神
天
上
思
想
は
は
た
し
て
善
神
捨
国
の
一
面

宗
祖
直
弟
間
に
お
け
る
神
天
上
義
の

扱
い
方
に
つ
い
て

中
条
暁
秀

性
し
か
持
ち
合
せ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て

日
蓮
聖
人
は
『
観
心
本
尊
抄
』
に
左
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ノ
テ
ワ
チ
ヲ
テ
ワ
シ
ヲ

二
ツ
ヲ

今
末
法
初
以
レ
小
打
レ
大
以
レ
権
破
レ
実
東
西
共
失
し
之
天
地
顛

セ
リ
ノ
ハ
レ
テ

セ

テ
ワ

ヲ

倒
。
迩
化
四
依
隠
不
一
現
前
一
・
諸
天
棄
一
箕
国
一
不
し
守
一
誰
之
一
．
此

ノ
テ
シ
ニ
テ

ノ
ヲ
ム
七

時
地
涌
菩
薩
始
出
一
現
世
一
但
以
二
妙
法
蓮
華
経
五
字
一
令
し
服
二
幼

一
－

２
Ｆ
《

稚
一
。
因
誇
堕
悪
必
因
得
益
是
也
。
（
定
遺
Ｐ
池
）

日
蓮
聖
人
は
末
法
と
い
う
善
神
捨
国
の
日
本
に
地
涌
の
菩
薩
（
本

化
弘
通
者
）
が
出
現
し
て
、
法
華
経
の
真
髄
た
る
五
字
の
要
法
を
弘

め
る
か
ら
こ
そ
、
守
護
の
善
神
は
還
り
来
た
り
弘
通
者
を
守
護
す
る

で
あ
ろ
う
と
予
定
し
、
確
信
を
い
だ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
②

さ
ら
に
、
『
法
門
可
申
抄
』
に
示
さ
れ
る
が
如
く
、
日
本
の
諸
神

註
、

の
中
で
八
幡
大
菩
薩
を
以
て
代
表
さ
せ
、
そ
の
八
幡
も
住
む
所
が
な

い
か
ら
天
に
の
ぼ
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
正
法
の
弘
ま
る
の
を

見
れ
ば
当
然
そ
の
弘
通
者
の
と
こ
ろ
へ
還
帰
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
。そ

し
て
、
日
蓮
聖
人
が
文
永
八
年
九
月
十
二
日
竜
の
口
の
刑
場
に

赴
く
途
中
鶴
岡
八
幡
宮
の
前
で
、

ス

八
幡
大
菩
薩
に
最
後
に
申
べ
き
事
あ
り
、
と
て
馬
よ
り
さ
し
を
り

ス

て
高
声
に
申
や
う
。
い
か
に
八
幡
大
菩
薩
は
ま
こ
と
の
神
か
。

（
定
遺
Ｐ
砥
）

と
叱
姥
し
た
い
わ
ゆ
る
八
幡
社
頭
諌
言
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
八
幡
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大
菩
薩
の
来
下
を
、
在
社
を
確
信
し
て
い
た
ゆ
え
の
発
言
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

註
④

そ
し
て
、
の
ち
に
弘
安
三
年
十
一
月
十
四
日
に
社
殿
を
焼
い
て
し

ま
っ
た
八
幡
大
菩
薩
で
は
あ
る
が
、

プ

此
大
菩
薩
は
宝
殿
を
や
き
て
天
に
の
ぼ
り
給
と
も
、
法
華
経
の
行

ル

ミ
プ

ノ
ニ
ク

者
日
本
国
に
有
な
ら
ば
其
所
に
栖
給
く
し
。
法
華
経
第
五
云
諸

二
ニ
ノ
ノ
ー
モ
ス
ヲ

、
謬

天
昼
夜
常
為
し
法
故
而
衛
二
護
之
一
文
。
（
定
遺
Ｐ
“
）

１

と
述
べ
ら
れ
、
擁
護
来
下
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
悪
世
末
法
の
誇
法
充
満
の
悪
国
に
は
善
神
は
捨
国
上
天

し
て
し
ま
う
が
、
こ
の
時
に
当
っ
て
救
世
の
大
導
師
が
出
て
法
華
正

法
を
弘
め
る
な
ら
ば
、
諸
天
善
神
も
還
帰
擁
護
す
る
で
あ
ろ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
日
蓮
聖
人
の
直
弟
の
諸
記
録
中
で
神
天
上
義
に
つ
い
て
述
べ

て
あ
る
も
の
は
少
な
い
。
し
か
し
、
日
蓮
聖
人
滅
後
最
初
の
教
団
分

裂
を
き
た
し
た
白
蓮
日
興
の
『
原
殿
御
返
事
』
の
三
島
社
参
問
題
よ

り
そ
の
答
を
見
い
出
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
南
部
実
長
が
三
島
神
社
に
参
詣
し
よ
う
と
し
た
。
日

興
は
常
々
、

此
国
に
守
護
の
善
神
無
と
云
事
（
宗
全
二
巻
Ｐ
”
）

と
指
導
し
て
い
た
が
、
突
長
が
鎌
倉
在
勤
中
諸
弟
子
か
ら
聞
い
た
と

こ
ろ
で
は
、

ス

諸
神
此
国
を
守
り
給
尤
も
可
二
参
詣
一
候
（
宗
全
二
巻
Ｐ
ｍ
）

と
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
実
長
は
こ
の
教
示
を
善
と
し
、
参
詣
す

る
の
は
誇
法
罪
に
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
日
興
は
こ
の
実
長

の
行
為
を
聞
い
て
、
弟
子
の
越
後
房
を
使
い
と
し
て
止
め
さ
せ
よ
う

と
し
た
。
そ
こ
で
実
長
は
、
そ
の
当
否
を
民
部
日
向
に
聞
い
た
の
で

あ
る
。
日
向
は
、

守
護
の
善
神
此
国
を
去
と
申
事
は
安
国
論
の
一
篇
に
て
候
へ
ど
も

白
蓮
阿
閣
梨
外
典
読
に
片
方
を
読
て
至
極
を
不
し
知
者
に
て
候
、

ノ

ー
ク
ス

ｏ
ｒ
ス

法
華
持
者
参
詣
せ
ぱ
、
諸
神
も
彼
社
壇
可
二
来
会
一
、
尤
可
二
参
詣
一

（
宗
全
二
巻
Ｐ
、
）

と
答
え
た
。
お
そ
ら
く
先
に
述
べ
た
鶴
岡
八
幡
宮
の
炎
上
事
件
に
関

連
し
て
教
示
さ
れ
た
『
諌
暁
八
幡
抄
』
の
旨
を
も
っ
て
、
実
長
の
行

為
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

日
興
は
捨
国
面
を
強
調
し
擁
護
面
を
無
視
し
、
日
向
は
捨
国
の
こ

と
は
勿
論
で
は
あ
る
が
、
擁
護
面
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ

註
⑨

と
い
う
、
二
つ
の
流
れ
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。

註
①
宮
崎
英
修
著
『
日
蓮
宗
の
守
護
神
』
Ｐ
髄
『
不
受
不
施
派
の
源
流
と

展
開
』
Ｐ
妬
ｌ
Ｐ
鮠

註
②
定
避
Ｐ
唖

註
③
宮
崎
英
修
著
『
日
蓮
宗
の
守
謹
神
』
Ｐ
的
ｌ
Ｐ
卯
『
不
受
不
施
派
の

４

源
流
と
展
開
』
Ｐ
叩
ｆ
Ｐ
ｗ
・
「
氏
神
八
幡
大
菩
薩
」
（
定
遺
Ｐ
“
）

１
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明
和
六
年
十
月
廿
二
日
三
宅

不
受
不
施
天
明
三
年
十
一
月
十
五
日
御
奉
書
到
来
、
御
免
流

人
ノ
内
、
野
州
都
賀
郡
東
水
代
村
源
兵
衛
伜
千
吉
卜
申
者
相
頼
、
不

受
不
施
二
催
成
候
様
御
諫
書
差
出
千
吉
儀
、
右
諫
書
御
箱
訴
仕
候
二

付
御
吟
味
ニ
相
成
り
、
千
吉
儀
〈
江
戸
入
牢
被
仰
付
、
日
照
儀
ハ
右

御
吟
味
之
上
、
不
届
二
付
、
天
明
五
已
四
月
廿
四
日
神
宮
凡
ニ
テ
御

下
知
被
仰
渡
候
。
御
書
付
到
来
神
津
島
へ
島
替
被
仰
付
候

天
明
五
年
六
月
九
日
神
津
島
へ
送
ル

下
総
国
印
幡
郡
久
能
村
観
久
山

４

「
日
蓮
の
氏
神
を
諌
暁
す
る
云
云
」
（
定
逝
Ｐ
別
）
と
い
う
表
現
か
ら

１

も
う
か
が
え
る
。

註
④
史
料
綜
覧
Ｐ
認

註
⑤
宮
崎
英
修
著
『
不
受
不
施
派
の
源
流
と
展
開
』
Ｐ
ｗ
ｌ
Ｐ
兜

不
受
流
人
僧
日
照

ｌ
三
宅
烏
よ
り
神
津
島
烏
替
Ｉ

藤
崎
正
幸

潮
音
寺
隠
居
日
照
丑
五
十
二
才
伊
谷

三
宅
島
流
人
在
命
帳
に
依
る
と
、
日
照
は
明
和
六
年
十
月
廿
二
日

不
受
不
施
の
科
に
依
り
三
宅
島
流
罪
、
伊
谷
に
配
置
、
天
明
三
年
赦

免
流
人
千
吉
を
使
っ
て
不
受
不
施
を
箱
訴
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
日
照

は
再
犯
神
津
島
へ
島
替
、
千
吉
は
江
戸
入
牢
を
申
渡
さ
れ
た
の
が
天

明
五
年
六
月
九
日
の
事
で
あ
る
。
斯
か
る
一
編
が
発
表
さ
れ
た
の
が

宮
崎
英
修
先
生
著
「
不
受
不
施
派
の
組
織
と
展
開
」
に
、
三
宅
島
常

勝
庵
過
去
帖
筆
者
云
々
の
内
に
指
摘
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
こ
れ
ま
で
島
替
后
の
日
照
の
経
過
・
行
状
等
詳
か
で
な
い
の
で

以
下
考
察
を
加
え
た
い
。

第
十
八
回
当
教
学
発
表
大
会
に
於
て
「
明
和
法
難
に
就
て
」
と
題

し
、
史
家
加
川
治
良
氏
の
一
説
が
あ
る
が
、
今
回
の
発
表
は
全
氏
の

説
と
は
全
く
其
の
論
旨
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

潮
音
寺
は
千
葉
県
印
幡
那
富
里
村
久
能
に
在
り
、
開
基
は
天
正
年

間
覚
正
院
日
永
上
人
に
よ
っ
て
、
真
言
宗
よ
り
改
宗
し
た
と
云
わ
れ

中
山
法
華
経
寺
の
隠
居
寺
で
、
開
創
は
大
同
年
間
と
「
富
里
村
印
幡

郡
誌
」
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
日
照
が
如
何
な
る
事
情
か
ら

「
潮
音
寺
隠
居
」
と
名
乗
っ
た
か
、
且
又
そ
の
前
の
伝
承
・
文
書
等

に
就
き
証
明
す
る
に
足
る
資
料
は
全
く
皆
無
で
あ
る
。
叉
十
七
年
間

三
宅
島
に
在
る
日
照
に
就
い
て
も
在
島
経
過
を
裏
付
け
る
口
伝
・
伝

承
・
文
書
等
把
握
出
来
得
な
い
の
で
あ
る
。
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